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財政運営に関する基本的考え方（追加資料） 

〇財政見通しにおける歳入歳出の変動要因等について 

【歳入】 

１ 「市税」の推移に増減が生じている主な要因 

 ・家屋に係る固定資産税は、適正な時価に基づく課税を行うため、３年ごとに

評価額を見直している 

 ・Ｒ３年度とＲ６年度が評価額の見直しの年にあたるため 

 

２ 「地方交付税」がＲ４年度からＲ５年度にかけて大きく減少する主な要因 

 ・普通交付税の基準財政需要額には、地方債の元利償還金の一部が、事業ごと

に定められた割合（例：過疎対策事業：７割）により、算入されている 

 ・地方債の償還が進み、特にＲ４年度からＲ５年度にかけて、基準財政需要額

に算入される元利償還金が大きく減少するため 

 

３ 「市債」の推移と「普通建設事業費」の推移が一致しない主な要因 

 ・市債は借換債を含んだ額であり、これを除くと市債（新規発行分）と普通建

設事業費の推移が一致するもの 

（借換債） 

・過去に発行した地方債の償還資金を調達するために新たに発行する地方債 

・本市では、地方債の償還年限が２０年で、金融機関から資金調達する場合、

発行から１０年後に借り換えを行っている 

（単位：億円） 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

市債 153 169 193 180 143 

 うち借換債 26 31 42 8 12 

市債（借換債除く） 127 138 151 172 131 

普通建設事業費 155 175 195 230 170 

 

４ 「その他」の推移に増減が生じている主な要因 

 ・普通建設事業費がＲ５年度にかけて増加することに伴い、その財源である国・

県支出金が増加するため 
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【歳出】 

５ 「公債費」の推移に増減が生じている主な要因 

 ・公債費は借換債を含んだ額であり、これを除くと公債費はおおむね 140 億円

程度で推移 

（単位：億円） 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

公債費 165 172 186 148 150 

 うち借換債 26 31 42 8 12 

公債費（借換債除く） 139 141 144 140 138 

 

 

【その他】 

６ 財政調整基金の「年度内繰戻し」の考え方 

 ・Ｈ２９年度以降の財政調整基金の状況は、以下のとおり 

・当初予算で２０～４０億円程度を計上しているが、決算時には執行段階での

節減や入札による執行残等があり、毎年度、年度内繰戻しを行っており、少

なくとも５億円は繰戻しが見込まれるため 

 

 ＜財政調整基金取崩し額＞ 

（単位：億円） 

 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１※ 

当初予算計上額(A) 40.3 22.5 20.2 

決算額(B) 32.3 5.0 8.2 

年度内繰戻し額(A)-(B) 8.0 17.5 12.0 

 ※ Ｒ１年度は見込み 
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〇収支改善に向けた基本的考え方 

 

 このたびの行財政改革は、急速に変化する社会経済情勢や時代ニ

ーズに合わせて、行財政のあり方を抜本的に見直しし、新たな価値を

創造していくことを目指している。 

 それに向けて、主に下記について今後検討していく。 

 

 

１ 人口減少社会や時代ニーズに対応した組織の再構築、定員管理 

 

２ 適正な受益者負担（使用料・手数料等）、その他多様な財源の確

保 

 

３ 人口減少社会や時代ニーズに対応した公共施設・公共サービス

の再構築 

 

４ 効果的な補助金・負担金のあり方、新たな時代ニーズに対応した

イベントのあり方 

 

５ 将来を支える人材育成、活力を生み出す未来への投資のあり方 

 

 




